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 5.4 OTD 計算例 

5.4.1-定刻引渡しの考え方 

TL 9000 のOTD測定値を考えるときに重要なのは、この測定値が顧客の観点からの引渡しパフォーマンスの改善を

推進することを念頭に置いているということである。“定刻”を決定する上で、組織が約束した引渡し日に加え、顧客

要求の引渡し日を用いるのはこのためである。承認されていない早い引渡しが定刻引渡しに計数されないのもこの

理由による。顧客の観点からこの測定法のルールを見ることは、この測定法を正しく適用するのに大いに役立つ。 

 

 

 

5.4.2 品目の定刻引渡し 

 

5.4.2.1 顧客要求日（CRD）に対する品目の定刻引渡し 

表5.4.2-1は、購買オーダ毎の一連の引渡し品目のOTI測定値の計算を示している。 

表5.4.2-1 3月の品目の定刻引渡し（OTI） 

購買 

オーダ 

品目の

連番 

CRD 

月／日 

注文 

数量 
分割納入 納品数量 

納品日 

月／日 

CRD適合 

定刻引渡し 

品目数 

注 

A 1 03/10 5  5 03/10 1  

 2 03/12 6  6 03/13 0  

 3 03/17 4  4 03/18 0  

B 1 03/20 8  8 03/22 0  

 2 03/22 12 あり 6 03/22 0 1 

    あり 6 03/25 0  

 3 3/29 2  2 不明 0 2 

 4 3/30 2  2 03/30 1  

C 1 2/15 7  7 03/15 NA 3 

 2 2/15 1  1 03/15 NA  

D 1 3/25 20 あり 10 03/25 NA 4 

    あり 10 03/25 1  

E 1 3/10 2  2 03/05 0 5 

F 1 3/15 6  6 03/10 1 5 

購買 

オーダ

数＝5 

 

月内の

予 定

CRD数 

DId=10 

    

定刻引渡し 

品目数 

DIa = 4 

 

品目のOTD、即ちOTI= 100×(DIa/DId) = 100×(4/10) = 40% 6 

注） 

1) 品目B2は、品目の2分の1のみがCRDに納入されただけなので、CRDに対して定刻ではない。 

2) 定刻引渡し日が確認できなかったか、又は他の情報から得ることが出来なかったので、この品目はOTDを見

逃したとみなされる。 

3) 品目の購買オーダC1とC2は、２月のCRDなので、3月の合計10(訳注：原文は9、誤り)には算入しない。 
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 4) オーダDは、分割出荷され、両方とも定刻に納品されており、オーダ上は1品目のオーダなので、定刻の1品

目と計数される。 

5) 品目E1は納期より早く納品された。顧客からの早期納品の承認の証拠がないとすれば、CRDに適合していな

い。オーダF1も予定より早く納品されたが、早期納品は顧客から承認されているので、CRDに適合している。

（訳注：早期納入の承認があったかは、ここに記載されたデータだけでは不明。実際の運用では、承認の記録

がない場合は全て、適合していないとすべき。） 

6) 3月のOTIのパフォーマンスは、CRD予定10に対しCRD適合件数4、即ち40％である。 

5.4.2.2 供給者約定日(SPD)に対する品目の定刻引渡し 

表5.4.2-2(訳注：原文は5.4.2-1、間違い)は、前の例(5.4.2.1)の購買オーダ（PO）についての、購買オーダ毎の納品

品目のOTIP測定値の計算を示す。 

 

表5.4.2-2(訳注：原文は5.4.2-1、誤り)  

3月の供給者約定日(SPD)に対する品目の定刻引渡し (OTIP) 

 

購買 

オーダ 

品目の

連番 

SPD 

月／日 

注文 

数量 
分割納入 納品数量 

納品日 

月／日 

SPD適合 

定刻引渡し 

品目数量 

注 

A 1 03/10 5  5 03/10 1  

 2 03/13 6  6 03/13 1 1 

 3 03/17 4  4 03/18 0  

B 1 03/20 8  8 03/22 0  

 2 03/22 12 あり 6 03/22 0 2 

    あり 6 03/25 0  

 3 3/29 2  2 不明 0 7 

 4 3/30 2  2 03/30 1  

C 1 2/15 7  7 03/15 NA 3 

 2 2/15 1  1 03/15 NA  

D 1 3/25 20 あり 10 03/25 NA 4 

    あり 10 03/25 1  

E 1 3/10 2  2 03/05 0 5 

F 1 3/15 6  6 03/10 1 5 

購買 

オーダ

数＝5 

 

月 内 の

予 定

SPD数 

DIPd=10 

    
定刻引渡し数 

DIPa = 5 
 

OTIP= 100×(DIPa/DIPd) = 100×(5/10) = 50% 6 

 

注：  

1) 顧客は3月12日に納品を要求したが、供給者はその日の納品は保証できないと表明したが、3月13日の納品を
約束した。従ってSPDには適合した。 

2) 品目B2は、品目の2分の1のみがSPDに納入されただけなので、SPDに対して定刻ではない。 

3) 品目の購買オーダC1とC2のSPDは、２月のSPDなので、3月の合計10(訳注：原文は9、誤り)には算入しない。 

4) 品目Dは、分割出荷され、両方とも定刻に納品されているが、オーダ上は1品目のオーダなので、定刻の1品目
と計数される。 
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 5) 品目E1は納期より早く納品された。顧客からの早期納品の承認の証拠がないとすれば、SPDに適合していな
い。オーダF1も予定より早く納品されたが、早期納品は顧客から承認されているので、SPDに適合している。
（訳注：早期納入の承認があったかは、ここに記載されたデータだけでは不明。実際の運用では、承認の記録
がない場合は全て、適合していないとすべき。） 

6) 3月のOTIPのパフォーマンスは、SPD予定10に対しSPD適合件数5、即ち50％である。 

[訳注：原文にはないが以下の注を追加した] 

7) OTDデータは確認できなかったか、又は他の情報から得ることが出来なかったので、この品目はOTDを見逃し
たと見做される。 

 

上記の例で見る通り、OTIPはOTIの例とほとんど同じである。これは、OTIは顧客要求日に対しての定刻であり、
OTIPは供給者約定日に対しての定刻という相違だけで他は同一であるからである。 

 

5.4.3 システムのインストールを含むサービスの定刻引渡し 

表5.4.3-1は、購買オーダ毎の一連のサービスについてOTD測定値の計算を示す。 

 

表5.4.3-1 3月のサービスの定刻引渡し(OTS) 

購買 

オーダ 

発注品目毎の 

作業工番 

CRD 

月／日 

完了日 

月／日 

受諾日 

月／日 

CRD適合 

定刻引渡し 

サービス件数 

注 

F 1 03/10 03/10 03/10 1  

 2  03/10    

 3  03/10    

G 1 03/20 03/22 03/25 0  

 2  03/22    

H 1 03/21 03/21 03/22 0  

 2  03/21    

I 1 02/15 03/15  NA 1 

 2  03/15    

J 1 03/25 03/15 03/25 0 2 

購買 

オーダ数

＝4 

 月内の予

定CRD数 

DVd = 4 

  サービス件数 CRDs  

DVa = 1 

 

サービスの OTD (OTS) = 100 x (DVa/DVd) = 100 x (1/4) = 25% 3 

 

注: 

1) 購買オーダ Iは、2月の CRD なので、3月の全オーダ数 4には算入しない。 

2) 購買オーダ J は完了したが、顧客が早い引渡しに対し受諾しなかったので、CRD には適合しなかった。（訳
注：受諾しなかったことになっているが、ここに記載されたデータだけでは不明。実際の運用では、受諾
の記録がない場合は全て、適合していないとすべき。） 

3) 3月の OTS パフォーマンスは CRD 予定 4に対し CRD 適合件数 1 即ち 25%.である。 

 

発注品目毎の作業工番は、表 5.4.3-1 に、補足のためにのみ示されている。サービスは最後の作業の完了を受領
されるまでは引渡しされない。 
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 上記の例における報告データを表5.4.3-2(訳注:原文は5.4.3-1)に示す。 

Table 5.4.3-2(訳注:原文は5.4.3-1 )例5.4.2, 5.4.3 – OTD データ報告表 

 

識別子 値 

MeasurementID  OTD  

DIa  3 (訳注：原文のまま、上記例では品目については 4又は 5のはず) 

DId  10 (訳注:原文は 9) 

DVa  1  

DVd  4  

 

5.4.4 よくある質問 

5.4.4.1 引渡しはいつ起こるのか？ 

引渡しは、OTIについては、顧客が物理的な品目の管理を受け入れたとき、またOTSについては、完了したサービス

を受け取るときに発生する。物理的な品目については、顧客が計数ルール5.4.4 b) 12）に従い、品目を受け取る組織

の倉庫で生じることもありうる。例えば、顧客が運送業者を指定するか、又は組織の工場又は流通センタの出荷の

管理を直接行っているときは、引渡しは顧客が組織の倉庫において入手可能であることを知らされた時点で引渡し

が完了する。このタイプのオーダに関する一般的な用語はFOB－Factory(工場渡し)と言う。 

 

5.4.4.2 ソフトウェアの引渡しは計数するのか？ 

CD-ROMやテープやその他の物理的なメディアとして引き渡されるソフトウェアは、他の品目と同じように扱われ

る。顧客の機器に新しいソフトウェアを設定するという方法で、組織により電子的に引き渡されるソフトウェアも

また品目のように扱われる。組織のサーバーに設定され、そのあと顧客によってダウンロードされるソフトウェア

の引渡しは、計数ルール5.4.4 c) 2)に従い、OTDには計数されない。 

 

5.4.4.3 サービスオーダの一部である材料はどう扱うのか? 

サービスオーダに関連している材料が、顧客によって、固有のCRDで、個別の処理によって、発注され、納品され、

受領されるのでなければ、サービスの材料の引渡しは、計数ルール5.4.4 c) 3)に従い、サービスを提供する組織に対

して実施されたものであり、顧客に対してのものではないとみなされる。 

それ故、材料そのものについて報告するデータはない。サービスに関係するデータのみを報告する。以下の表

5.4.4.3-1は、色々なタイプのオーダにこれをどのように適用するかを示している。 

 

表5.4.4.3-1 オーダのタイプとOTD測定法との対照表 

オーダタイプ 説明 OTD 測定値 注 

F 設備のみ (品目) OTI  

F&I 設備とインストール OTS 1 

EF& I エンジニアリング、設備、及びインストール OTS 1 

I インストール OTS  

E エンジニアリング OTS  

E&F エンジニアリング及び設備 OTS & OTI 2 

注 

1) F&I及びEF&I のオーダは、一般的に単一のCRDで扱われ、その期日の顧客の受諾により決定される定刻引渡し

である。もし個別の取扱い処理があり、それが、スペアの回路パッケージのように、装置の管理がインストール

の完了とは分離されると顧客が考えるならば、その取扱い処理はOTIとして報告されるであろう。 
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 装置の納入について個別の送り状又は請求書が顧客へ送られるならば、それはOTSに加えてOTIを報告する必要

を明確に示しているであろう。もし、インストールの完了まで全てが組織の管理下に置かれたままであるならば、

OTSデータのみを報告することになる。 

2) E&Fオーダに伴うエンジニアリング設計パッケージの納入に関して、分離納入及びCRDを設定するのが、標準

的な業界の慣習である。もし、特定のオーダがこのケースでないならば、OTIデータを報告することになるであ

ろう。 

5.4.4.4 顧客要求引渡し日（ＣＲＤ）が “理に合わない” 場合はどうするか？ 

計数ルール 5.4.4 c) 1),により、“理に合わない”CRDとは、組織がオーダを受け取るより以前の日付のみである。 そ

のようなオーダはOTDの測定からは除外してもよい。もし組織があるCRDが“理に合わない”と確信したらそのオー

ダは拒絶しても良い。オーダが一度受諾されれば、定刻引渡しパフォーマンスはそのCRDに対して測定されること

になる。 

組織は、オーダを一度受諾したらならば、CRDの変更を要求できない( 5.4.4 b) 6) ) 一方、オーダを受ける前

に顧客と標準納期を契約で定めるよう交渉することはできる。顧客が同意したそのような納期があるならば、

オーダを受けた時にそれを適用することができる。このような契約上の同意があれば、（訳注：一般的ではな

い）購買オーダの引渡し要求日に優先する。 

 

5.4.4.5 納期前の引渡しは、それを定刻と計数するためには、個別の許可を得なければならないか？ 

いいえ、包括的契約で、全てのオーダに対して納期前の引渡しを許可する納品期間を公式に設定することができま

す。普通は、このような契約は、顧客が必要とあらば特定の納期を指定することができることが詠われている。修

理や保守或いはインストール等、いくつかのサービスでは、このような契約は普通に行われているということを特

筆すべきである。 

 

5.4.4.6 複数の作業からなるサービスオーダはどのように扱ったらよいか？ 

いくつかの活動含む単一のサービスオーダは、顧客が複数のサービスを購買したとみなすのが望ましい。引渡しの

データは、定刻引渡しの標準ルールに則り、そのオーダの顧客要求日（CRD） に対して計測しなければならない。

そのオーダに関する作業が、組織の認証範囲の複数の製品分類をカバーする活動に関連するのなら、そのサービス

オーダは、適用可能な各製品分類に対して報告しなければならない。例えば、あるオーダが(複数の製品分類である)

インストール、プロビジョニング及びエンジニアリング活動を必要とし、組織がその３つのすべての製品分類で認

証されているならば、組織はその単一オーダに対して、7.1.1 インストール、7.1.2 プロビジョニング 及び、7.1.2 ネ

ットワークエンジニアリングサービスについてのデータを提出する必要がある。 

例#1：顧客は同一CRDの単一の注文書で、3つの作業-ネットワークエンジニアリング、インストール及びプロ

ビジョニングから成るサービスをオーダしてきた。即ち、計数ルール5.4.4. b) 13)に対する複合オーダである。 

• もし3つの全ての作業がCRDまでに完了し顧客に受け入れられたならば、各製品分類について定刻と報告

される。 
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 • もし、ひとつ以上の作業が期日までに完了せず顧客に受け入れられなかった場合は、3つの全ての製品分類

に対し、定刻引渡しは未達であると報告される。 

例#2：顧客は以下の3つのサービスについて、ひとつの注文書を発行した。-即ち、ひとつのオーダで各サービ

スに対して同じCRDのネットワークエンジニアリング、インストール及びプロビジョニングである。各サービ

スは顧客に個別に引渡され受け入れられたとすれば、各サービスは個別であるとみなされて、即ち： 

• もし、ネットワークエンジニアリングとインストールサービスがCRDまでに完了し顧客に受け入れられた

が、プロビジョニングサービスは完了しなかったとすれば、ネットワークエンジニアリングとインストー

ルについては定刻と報告され、プロビジョニングについては定刻でないと報告される。 

 

例#3 ある注文書が(複数の製品分類で)インストール、プロビジョニング、及びエンジニアリング活動を要求し

ているならば、以下の状況においてはどのように取扱うか： 

もし組織が3つ全ての製品分類に認証されていない(例えば、ただひとつ 7.1.1 しか認証されていいない) な

らば、組織はその製品分類 7.1.1 についてのみ、報告するように要求される。その組織は、7.1.1 (認証範囲) 

の下で定刻となるように作業を完了し、認証範囲ではない作業には完了遅れがある。複合作業のオーダでは、

この例ではたとえその遅れが認証範囲ではない作業に起因していても、引渡しの遅れとみなされるのだろう

か？ 

複合作業のオーダは、全ての作業／要素は一纏めにして取り扱うのが望ましい。即ち、発注要件のどの一つ

でも定刻でないならば、全ての作業／要素はOTDの観点からは定刻ではない。もしそれらの作業／要素のい

くつかが認証範囲外ならば、それらの作業／要素には提出するデータはないであろう。しかしこのことが、

組織が提出する対象の製品分類どうであれ、報告するデータは全て定刻引渡しされていないとして報告され

なければならない、という事実を変更することはできない。 

 

5.4.4.7 複数のサイトにまたがるシステムのインストールについての単一の購買オーダはどのように扱うのか？ 

複数のサイトにまたがるシステムのインストールについての単一の購買オーダを考えるときに、この購買オーダが

単一のサービスオーダと扱うべきなのか、複数のサービスオーダの集まりとして扱うべきなのかを決めなければな

らない。もしそれが購買オーダの条件書及び又は記述書、或いは顧客とのその後のやり取りで明確に定義されてい

るならば、組織はこれを用いて、自らの測定結果をまとめなければならない。 

残念ながら、時として購買データのレビューから顧客が複数のサイトの受け入れをどのように扱うことを望んでい

るのかが明確でないことがある。これらのケースでは、通常その組織の請求体系におけるオーダを設定する仕様が、

顧客の望む取扱いに関する期待を示すであろう。 

 

• もしオーダが分離された引渡し期日(注：期日の内一つ以上が別個であるとする)に設定されており、

顧客がサイト毎に受け入れをするならば、サイト毎の作業は個別のサービスオーダと扱うのが望まし

い。言葉を変えれば、顧客が所有権を持つまではオーダは不完全である。もし顧客がサイト毎に所有

権を持っているならば、測定法の単位はサイト毎である。（訳注：インストール作業は顧客の所有（レ

ンタル等を含む）する設備に対する作業であり、所有権がないと受領を完結できない） 
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 • もし顧客が全てのサイトが完了するまで作業の受諾をせず全てのサイトの主導権を持っているならば、そ

の購買オーダは単独の引渡し日の単独のサービスオーダとみなすのが望ましい。 

 

まとめると、複数のサイトにまたがるインストールに関するサービスオーダの数をどのように決めるのかは、顧

客の受諾条件及びその設備の顧客の所有権がどうなっているかに依存する。 

 

5.4.4.8 CRDに関して、顧客に起因する遅れはどのように扱うか？ 

支払い問題、或いは確定した代替期日なしの出荷拒絶要求等の契約違反のような顧客に起因する遅れは除外する。

一般的に、顧客による契約違反は、オーダ又は契約をないものとし、無効とする。 
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